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令和７年度 府立学校人権教育研修Ｄ 実施要項 

（障がい者の人権） 

 

 

１ 目的  「ともに学び、ともに育つ」教育及び障害者差別解消法の理念を踏まえ、学校や地域が連

携して児童生徒を支える取組みについて学び、インクルーシブな社会をつくるための学校の

在り方について考える。 

 

２ 対象  府立学校教職員 

 ※各校課程別に、2093、2103、2113、2123の研修より、１つ以上を選択すること 

（但し、複数の研修を受講する場合は、それぞれ別に受講申し込みをすること） 

 

３ 日時等   

回 日時 主題等 講師等 

１ 
９月 10日（水） 

14:30～17:00 

大阪における「ともに学び、ともに育つ」

教育について 

 

実践発表 

 

「ともに学び、ともに育つ」インクルー

シブな学校づくりについて       

〔講義・実践発表〕 

大阪府教育センター 

指導主事等 

  

府立学校教職員 

 

追手門学院大学 

 教授 平野 智之 

 

※太字の時間帯は、通常の時間帯と異なるので注意してください。 

 

４ 会場  大阪府教育センター（大阪市住吉区苅田４丁目 13番 23号 電話 06-6692-1882） 

 

 

 

 

 

５ その他  （１）受付は 30分前から。 

（２）来所時には、所属名・名前の入った名札を着用すること。 

（３）大阪府教育センターに、自家用自動車・バイク等の駐車はできません。 

（４）（受講決定後～当日）Plantで、事前連絡や課題等がないか確認すること。 

 

６ 担当室  人権教育研究室 

 

 

  

2113 

Osaka Metro 御堂筋線「あびこ」駅下車、東北東へ約 700ｍ  

ＪＲ阪和線「我孫子町」駅下車、東へ約 1,400ｍ 

近鉄南大阪線「矢田」駅下車、西南西へ約 1,700ｍ 

一括募集３ 



                                                   第１版 

 

 
令和７年度 府立学校人権教育研修Ｄ シラバス 

（障がい者の人権） 

 

 

１ 目的 

「ともに学び、ともに育つ」教育及び障害者差別解消法の理念を踏まえ、学校や地域が連携して児

童生徒を支える取組みについて学び、インクルーシブな社会をつくるための学校の在り方について考

える。 

 

２ 大阪府教員等育成指標の対象項目 

OSAKA教職 

スタンダード 

共通の指標 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 

第４期                

第３期 ○   ○   ○  ○    ○  ○ 

第２期 ○   ○   ○  ○    ○  ○ 

第１期                

第０期                

 

３ 研修の主題とねらい等 

回 主題 ねらい 内容 準備物・事前課題 

１ 

「ともに学び、と

もに育つ」教育に

ついて 

障害者差別解消法の理

念及び障がい者の人権

をめぐる状況をふま

え、「ともに学び、とも

に育つ」教育の現状と

課題について認識を深

める。 

講義を通して、障害者差別解消

法について理解し、大阪府にお

ける障がいのある児童生徒を

取り巻く現状や課題及び「とも

に学び、ともに育つ」教育につ

いて学ぶ。 

 

事前課題 

人権教育研修動画

シリーズ「障がい

者の人権」を視聴

しておく。 

「ともに学び、と

もに育つ」インク

ルーシブな学校づ

くりについて  

「ともに学び、ともに

育つ」教育を進めるた

めに大切な観点につい

て認識を深める。 

実践発表、講義を通して、共生

社会の実現に向け、「ともに学

び、ともに育つ」学校づくりを

進めるために、教職員に求めら

れる役割や具体的な取組みに

ついて学ぶ。 

 

  

2113 

 


